
ナイジエリアの地域問題の史的起源（I)

I はじめに

n ナイジェりアの領域確定に至る過程

田 植民地支配前のナイジヱリア

（以上，第22巻第5号）

N 統治・徴税機構の再編，整備

V むすび （以上，本号〉

W 統治・徴税機構の再編，整備

次に，イギリスによる統治・徴視機構の整備の

実態をみたい。イギリスが，ナイジエリアに行政

官を駐在させ，主要な貿易港で関税の徴収を開始

したのは，北部ナイジエリア保護領と南部ナイジ

エリア保護領が成立した1900年よりずっと以前で

あった。フリーマン（H.S. Freeman）がラゴス植

民地駐在の初代総督に就任したのは， 1862年のこ

とであり，また王立ニジエール会社が，イギリス

政府から徴税の許可をえたのは1886年のことであ

る〈注1)0 沿岸部の数地点に限らられていたイギリ

ス行政官の駐在地点が，内陸部へ進出し，課税方

法として人頭税などが検討されはじめたのは，す

なわちイギリスが本格的に統治・徴税機構の整備

にとり車旦みはじめたのは， 1887年，ジョンストン

(H. H. Johnston）がオイル川（OilRiver）流域で，

強力な勢力をもっていた首長ジャジャ OaJa）を

退位させ，ボニー統治評議会（Governi昭 Councils

for Bonny）を組織したころとみてよい。

以下では，このジョンストンによる統治評議会

設置前後から， 1914年の南・北ナイジエリア保護
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領合併までの期聞をとりあげ，イギリスによる統

治・徴税機構の整備過程をみてゆきたい。ここで

も前節同様，南部ナイジエリアと北部ナイジエリ

アとに分けて述べる。

1. 南部ナイジエリア

イギリスが南部ナイジエリアで取り組みはじめ

た統治・徴税機構の再編過程は，南部ナイジエリ

アの多様な社会を反映して，複雑であった。北部

の統治・徴税機構の再編にあたったルガード卿

(Lugard）に言わせれば，それは遅れてU、たという

ことになる位2）。 1開5年段階でも，直接税制の導

入などいまだ行なわれておらず，当時南部ナイジ

エリア保護領の政府歳入の約95%は世3＼関税収

入に依存しているという状態であった。したがっ

てルガードの指摘も，北部との比較から言えばあ

る程度当っていたといえよう。しかしながら南部

でも，付）任命首長制（WarrantChief)の導入で，

徐々にではあるがイギリスの統治方式が浸透しつ

つあり，（ロ）公共事業局，保健衛生局，鉄道局など

の設置により，イギリス流植民地開発政策の進展

をみていた。

(1) 任命首長制

任命首長制は，イギリスによる南．部ナイジエリ

ア支配の前駆的形態であるといえる。この制度の

導入は， 1887年のジョンストンによる統治評議会

の設立にはじまる〔注4）。

ジョンストンは，南部ナイジエリア現地入社会

『アジア経済』 XX Il-6 (1981. 6) 



の政治に干渉し，イギリスの行政機構の支毘下に

組み入れようとした最初のイギリス行政官として

よく引きあいに出される人物である。彼は， 1887

年，オイル川河口部でもっとも強力であった首長

ジヤジャを退位させ(IL5 ），イギリスの意向のもと

に動くボニー統治評議会を組織した。

ジョンストンはイギリス本圃政府が，南部ナイ

ジエリアの保護領経営にU、まだ消極的であった

1附7年の時点、で，統治評議会の設置に踏みきった

のである。彼が統治評議会を創設したのは，当時

,tイル・リバーズ保護領の領事であったヒューウ

1 ・ソト（Hewett）が病気にかかり任地を離れてい

た，わずか18カ月の聞であった。

現地で活動していたイギリス人商人たちは，ビ

アフラ湾岸の「町jで，ハウスの首長たちが仲買

貿易を独占し，取引手数料を徴収し，彼らの商慣

智を強要することに反感を抱いていた。そして彼

らは，イギリス植民地政府の力による現地人支

配，現地商人の貿易独占打破を願っていた。この

ような商人たちの不満は，当時ベプル・ハウス

(Pepple House）のー奴隷から身を起こし，自由と

富と権力を手にしてボニー一帯の貿易を独占して

いたジヤジャにむけられた。ジョンストンは，自

らも支配必要論者であり，このイギリス人商人た

ちの強い支持日6）のもとに，ジャジャの退位を強

行した。そして設置したのが統治評議会である。

この評議事会の権限は「（イギリスの）領事の指令を

実行し，平和を維持し，主要道路・通信施設を維持

運営し，商業取引条例を制定し，その他住民の聞の

小さなもめごとの審問とその処罰Jに限られてし、

た。この委員会では， 10ポンド以上の罰金， 1週

間以上の禁鋼刑は課すことができないとされてい

た。とはいうものの，それまで貿易商人たちが中

心になって運営していた衡平法裁判所（Courtsof 

ナイジエリアの地域問題の史的起源

問 uity）に比べ，この評議会には，より多くの権限

が賦与されていた。衡平法裁判所が，商人中心の

機関であり，イギリスの領事からは間接的な支持

を受けていたにすぎない（注7）のに対し，評議会の

方は，領事自身が議長を務め，イギリスの行政

機関に直結するものとなった。たとえばオポボ

(Opobo）の統治評議会の委員構成は次のようであ

った。

会長 イギリス領事

副会長 Samuel B. Hall （イギリス人商人〉

書記 William J. Kitchen （イギリス人商人〉

その他委員

(a) オポボの首長たち

John Africa 

Wago Dapa 

Fine Bone 

(b) イギリス人商人

T. Y. Wright 

F. D. Mitchel 

R. Foster 

Alex. H. Turnbull 

(c）職権上の委員

海軍上級軍人

10人の委員のうち，現地の代表はわずか 3人で

あった。この中の現地人代表が，任命首長である

(ltS）。 1週間に 1回聞かれる会議で，ささいな事

件の処理と平行して，イギリス側の政策がこの委

員会にはかられ決定された。はじめオポポに 1カ

月以上住んでいる人全員に対して 1シリング（最

大限年3回）を課税する条例を出し，次に，これま

で現地の首長たちが商人たちから徴収していた手

数料“comey”をこの会議が引き受けることが決

められた池町。こうして，限られた人員と財政の

中で，効率のよい統治を行なうための任命首長制
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および統治評議会制度が，発足した。

この統治評議会の発足に伴って任命された首長

たちは，下級裁判所（MinorCourt）や，中級裁判

所（NativeCourt）〔注1めに出席することを許され，

それまで伝統的に，村長ないし家長が処理してき

た諸々の争いごとの調停や判決を下す権限を与え

られた。中級裁判所の裁判長は，常にイギリス行

政官が務めたが，下級裁判所の裁判長には，任命

首長が就任することもあった。

北部ナイジエリアにおけるエミール諸侯のよう

な権力者が存在せず，小さな「村Jや「町jが独

立していた東部ナイジエリアのピアフラ湾岸地域

においては，新しい指導者層を育成し，彼らをイ

ギリスの行政機構の末端に位置づける方が，安上

がりで効率的，そのうえに統一的な統治が可能だ

という判断が一部のイギリス行政官の中にあった

池山。任命首長は，川イギリス行政官の懇意的任

命によるものと，（吋各地域の住民とイギリス行政

官が協議したうえで選任される場合との主として

ことおりの方法で決められた。しかしながら附の

選出では当然のことながら，イギリスに好意的で

あった者が選ばれ，たとえばンデアリチ（Nd朗 lichi)

アロ（Aro），ヱンヨング（Enyong）にあった三つの

中級裁判所の場合， 35人の任命首長のうち 9人が

伝統的な「村」長であり， 5人が「村J長の家族

の一員だが本来は「村」長になる資格のない人が

遺ばれ，残りの入は，そのどちらでもない人びと

であったという。

これらの下級裁判所と中級裁判所（二つをひっく

るめて原住民裁判所〔NativeCou巾〕と呼ぶ）は，最

初オポボに設置れ，その後プラス（Brass），ボニー

(Bonny），デゲマ（Degema），ヵラパー（Calabar）と

相次いで主要な「町」に設置されるにしたがい，

その機能は，拡大された。これらの裁判所と原住
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民評融会（NativeCouncils：統治評議会と｜司義）は，

高等弁務官の承認のもとに，「平和と秩序と繁栄J

に寄与する条令（by-laws）を発令する権限と，前

条令を廃棄，修正する権限が与えられた（注12）。原

住民裁判所と原住民評議会は，最高裁の下級裁判

所として機能する一方，暴動や乱闘などの社会不

安を防止・抑制し，平和を維持するために，必要

な処置をとる権限を与えられ，さらに最高裁や地

区弁務官の決定や指令を執行する権限も与えられ

た。立法，司法，行政が未分化のままで原住民評

議会と裁判所はイギリスの未端統治に関するほと

んどすべての権限が与えられていたといえよう。

(2) ヨルパ諸国およびベニン王国

この任命首長制，原住民評議会制度は，東部ナ

イジエリアのみならず， 1890年代には類似のもの

が，西部ナイジエリアのヨノレパ諸国にも作られる

ようになった。

1897年に，間接統治論者のマッカラム（H.E. 

McCallum）がラゴス駐在の総督として就任し，ヨ

ノレパランドでの間接統治の試みがはじめられた。

彼は各地の重要拠点に駐在事務官（R田 ident）を派

遣し，彼らを議長とした首長評議会（Councilof 

Chiefs）を作った。たとえばイパダンで1897年に作

られた首長評議会は，駐在事務官，パーレ（bal牢）.

オトウン・パーレ（Otunbak〕，オシ・パーレ

(Osi bal号）， パログン（balogun）の他， 8～12人の

首長によって構成されていた世間。 1898年にはオ

ヨ評議会が設立され，オヨ・メシのうち 7人が委

員となった。 1900年にはイレシャやエキティで，

オリ（Qwa0£ Ilesha）と数人の首長，およびエキァ

イの上級の首長たち15人を委員とする首長委員会

が設立された。イレシャとヱキティでは駐在事務

官がいないため， ここでは移動事務官（travelling

commissioner）が評議会の議長を務めた。



東部ナイジヱリアで統治評議会が作られていた

1880年代には，西部ナイジエリアでは，カーター

(G. T. Carter）やデントン（G.C. Denton）といっ

た海軍，陸軍，警察出身の行政官がいて，ヨルパ

ランドの住民や首長たちに対して強圧的手段をと

る傾向が強かった。 18加年代に入り，マッカラム

とマゲレガー（Mac<;regor）が総督になってイギリ

スは，表面上．カによる統治から交渉による統治

へと方針を変え内陸部の首長たちと平和，友好，

通商協定を締結しはじめた併14)。そして18伺年代

の首長委員会の設置へと動いていったのである。

イギリスの，力よりも交渉を重視する政策とは，

実は安上がりの統治方針に沿っていた。そして

さらにその延長上で， 1901年にマグレガーは，

原住民評議会法（NativeCouncils Ordinance）を

制定（注15）し， そこで，伝統的支配者層（オヨのア

ラ7イン，イペグンのパ、ンョルンをはじめとし，他の首

長層も含む〕の権威の擁護をはかった。この法律で

は，オヨやイパグンなEの都市における原住民評

議会をモヂyレに，他の小都市や町村にも同様の評

議会が作られるべきこと，さらにそれらの評議会

が，都市の評議会の下部機関とされるべきことが

述べられていた。総督は，とれらの原住民評議会

の委員任命権をもつことによって，特定の首長の

権威を擁護したり，他の首長の権威，政治活動の

根拠を奪うことができた他16）。

この原住民評議会法の制定でイギリスが最も力

を入れていたもう一つの点は，ヨノレパランドの各

小国がそれぞれ独自にもうけていた通行税の廃止

であった。この通行税撤廃要求は， リパデ－，レや

マンチェスターの商業会議所を中心に強く主張さ

れていた。彼らは1903年には当時の植民省大臣の

チヱンパレンに通行税に関する要望書を提出し，

それは当時の総督マグレガーにも伝えられた。

ナイジエリアの地域問題の史的起源

首長たちは，自らの重要な財源である通行税の

撤廃にはもとより反対した。マグレガーも，通行

税にかわる財源を関税引き上げにもとめることに

は反対であったので，この通行税廃止には乗り気

ではなかった。マグレガーは，イパダンとアペオ

クタの首長たちに対し，監査役による歳入見積り

書と歳出決算書の提出を義務づけることで，イギ

リス本国の商業会議所側の「通行税収入の濫用J

批判をかわし，地元側の「通行税存続」要求を実

質的に認める妥協案をとった位17）。しかしながら，

1903年に，イレシャとオヨで通行税の廃止が決定

されたのを始めとして，各地で通行税の廃止，統

一が進められた。イパグン地域でほ，イパダンで

すでに通行税が課税された物品については，近隣

の町（lwoEde, Oshogbo, Ikirun, Ogbomoshoなど）

では課税しないという処置をとった。イパダンで

の通行税も， 1卸7年になって当時の総督イガ一ト

ン（Egerton）によって廃止され， この税収の補償

費として，原住民評議会に毎年ぉωポンド支出さ

れることが決定された惟18）。

ヨルパランドにおいては，東部ナイジエリアで

実施された任命首長制は採用されず，伝統的首長

謹や王（アラフィンやパショyレン，パログンなど〕の

権威が利用された。ただしこれらの首長層を取り

込んだ原住民評議会の位置づけは，東部における

原住民評議会のそれと大差はなく，イギリス行政

機構の末端としての役割を担わされていた。この

ことは，イギリスが植民地化する以前に強力な王

国を形成していたベニン王国の場合でも同様であ

った。先に述ペたように，ベニン王国とイギリス

との接触の仕方が，イギリス行政官の殺害から報

復戦争へ，そして王の追放といった劇的な展開を

たどったためである。北部ナイジエリアの，どの

イスラム藩固と比較しても劣らない中央集権的統
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治・徴税機構をもっていたベニンが， 「村」ある

いは「町Jレベルでの政治的統合しか進んでいな

かった東部ナイジエリアと，イギリス植民地統治

機構上同列の扱いを受けることになったのはこの

ためである。

東部ナイジエリアにおける統治・徴税機構と，

西部ナイジエリアにおけるそれとは若干の違いは

あるとしても，基本的にはジョンストンが設置し

た統治評議会を出発点にしている。この点で，強

硬な支配必要論者であったジョンストンが，イギ

リスによる南部ナイジエリア支配の口火を切った

ことは，南部にとっては，きわめて不幸なことであ

った。後にyレガードらが南部ナイジエリアの統治

機構に対していろいろな批判を行なったが位19),

その批判点の多くは，ジョンストンの任命首長制

と，統治評議会（のちの原住民評議会）に対してむ

けられたものであった。

(3）任命首長制の支持基盤

ジョンストンは，南部ナイジエリアの人を評し

て次のように言ってはばからなかった。「（彼らは〕

内陸部の生産物を輸出する商人として，あるいは

仲買人として，いくばくかの富を手に入れたもの

の，元来その本性は野蛮人である。彼らは，生産者

と外国との聞に関所をもうけることで，その富を

えたのである。その関所は，商業的観点から言っ

ても，また文明開化の点から言ってもただちに打

ちこわされなければならないj＜注20＼さらに彼は，

自らの方針（現地人の直接支配〕の妥当性を本省の

人に理解してもらうために，現地での慣習を，いく

らか大げさに誇張して伝えることもあった。それ

らは， 「かくも荒々しい野蛮人に対して，保護領

（という統治形態一一鰹者〉でよいのだろうか」と

植民地省アフリカ局局長をして考えせしめたくら

いに効果があったという〈削1)。
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先に述べたジャジャは，英語も自由に話すこと

ができる有能な商人であった。ジョンストンは，

ジャジャに初めて会った時の印象を「態度が落ち

着いていて威厳に満~.容貌と会話が印象的であ

ったjと述べている。その同じ彼が後に，ジャジ

ャのことを公文書の中で「どん欲で無節操，その

うえ横柄な成りあがりの王様jだとこきおろして

いる悦22）。ジャジャと並び，その傑出した人格．

知性，富，そして寛大さをほめたたえられていた

惜 2:l)ウロボ（Urhobo）のハウス首長十ナ（NaNa）も，

ジャゾャと同じ運命をたどった。ナナは， 1885年

から1890年までの6年間，イギリスからジャクリ

総傍（Covernorof Jakri）に任命されていた。しか

し 18則年代に入り，イギリスの行政官が現地の

直接統治に乗り出しはじめた時に，武力で退位さ

せられた恨24）。イギリスは，現地を直接支配する

には行政官の数，軍事力の点で不十分であった

1880年代には，ゾャジャやナナの権力を利用し，

その後，イギリス人商人や一部の行政官の中か

ら，現地の直接支配必要論が出てきたところで，今

度は彼らの追放を行なったのである。そしてその

時，支配の必要性を説くために喧伝されたのが，

「南部ナイジエリアの未聞性，支明化の必要j論

であった。野蛮人の国であるため，イギリスの統

治がなくては現地は混乱するばかりであるといっ

た考えは，何もジョンストンだけの意見ではなく，

当時のイギリス植民地省の中でも真面目に考えら

れていたことである。それを証明するヱピソード

がひとつある。

1887年に，ジョンストンがゾャジャの廃位と統

治評議会を設置した直後，現地に戻った領事へウ

エットは，再び病気になり 1889年に現地を離任す

ることになった。たまたまこの時，オイル・リパ

ーズ保護領には彼の代理を務める人がなく，結局



イギリスの代表者が現地に不在のまま 3カ月を過

ごすことになった。ところがこの3カ月間は，

「町Jや「村」の聞の戦争は起きず，イギリス系

企業に対する略奪も，イギリス人に対する危害事

件も一件も起きなかった。イギリスの監督・支配

がなければ，現地社会は大混乱になると信じ込ん

でいた植民地省は，この 3カ月聞の平和にびっく

りしたというのである悦2S）。イギリスが，南部ナ

イジヱリア支配に本格的に乗り出す19世紀末に

なっても，イギリス行政官や植民地省の対南部ナ

イジヱリア観（対ピアフラ湾岸，エジヱール河口地域

観）が， rr-,i.で述べた対南部アフリカ観と，大

差なかったことを示している。

(4) インフラストラクチャーの職備

イギリスによる南部ナイジエリアの植民地支配

を見る場合，公共事業やインフラストラクチャー

の整備状況についても述ぺる必要があろう。特に

北部ナイジエリアの横民地支配と比較してみる場

合には重要である。統治・徴税機矯の整備という

点で，北部と比較されその不完全さ，不統一さが

指摘される南部であったが，公共事業推進，イン

フラストラクチャーの整備といった点では，南部

の方が大いに進んでいた。

ジョンストンの統治評議会の設置の背後に，イ

ギリス商人たちの支援があったと同様，公共事業

促進，インフラストラクチヤ｝の整備促進の陰に

も商人たちがいた。リパプールやマンチェスター

の商業会議所は，績民地省に対し，商アフリカの

総督には，港湾建設，公共衛生施設建設，鉄道建

設などの経験者を任命するよう要請していた。通

信施設，健康対策，貿易発展が強力に押しすすめ

られることを願っていたのである悦加。そして，

それが受け入れられたのか，ラゴス植民地および

保議領の総督には 2人続いてインフラストラクチ

ナイジエリアの地域問題の史的起源

ャー整備事業経験者が任命された。これら 2人，

マッカラム世間（18的年）とマグレガー（1899～

1904年〕は，狭く言えばマンチェスターやランカ

シャー，リパプールの商業会議所の意を受け，ま

た広く言えば植民地の経済的支配強化のために，

地方行政よりも経済的基盤の整備の方に，より多

くの労力を注いだ。彼らにとヮて都合がよかった

のは，南部ナイジエリアでは，北部で行なわれた

ように，徴税機構の再編によって，植民地政府の

歳入確保をはかる必要がなかったととである。住

民からの直接税収入を考慮することなしに，単に

関税収入の増大をはかることだけで公共事業やイ

ンフラストラクチャーの整備事業を推進すること

ができた（第1表参照〉。

1894～95年の時点で，ニジエール・コースト保

護領（1891年オイ1レ・リパーズ保護領と宣言された地

域が， 1893年にニジエール・コースト保護領となった〉

にいたイギリス人行政官は， 18人にすぎなかった

惟掛。わずか18人で広大な地域を「保護」すること

など不可能である。当時すでに統治評議会の設置

はみてはいたが，これらの支配・管理領域はきわ

めて狭い範囲に限られていた。現地駐在官たちが

鰐 1表南部ナイジエリア植民地および
保護領政府歳入 （単位：ポンド〉

1 r 1 1 l(A)/(B) 
年｜関税（A 鉄道｜その他 1合昔十（B)I XlOO 

l I I I I (%) 

｜此4221 3加，894! 95 
25,8861 361,8151 93 
30,7681 440，以ゆ｜ 93 
30, 7951 470,6061 93 
28,6461 日0,2321 95 

,3861 78,2521 951,7491 84 
,8411 118,0171 1，咽8,7161 81 
,2341 133,1261 1,459,5531 81 
,6981 228,6951 1,387,9751 73 

,72剖1即，59311,361,8911 73 
,6倒 2幻，29111,933,2351 75 
,9111 658,5711 2,405,8671 60 
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（出所〉 Protectorate of Southern Nigeria, Blue 

Rooks, 1900～1912/13. 
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わずかにできたことと言えば，税関部門の設置と，

輸入関税の徴収ぐらいであった。

1891年にオイル・リパーズ保護領の保護領化

宣言が行なわれるやいなや，関税表（Scheduleof 

Duties）の発表がなされた借29)0 そして 1891年8

月1日：から翌年の7月31日までの 1年間の関税

収入は， 8万7696ポンドであり，その翌年1年聞

の同収入は， 13万5967ポンドにまで伸びた。

行政官の駐在がニジエール・コースト保護領よ

りも早かったラゴス植民地においては，植民地政

府の行政機構が一番早く進んでいた。 1899年に，

マグレガーが新任総督として着任してきた時，ヲ

ゴス植民地および保護領の内陸部（ヨルパランド〉

に駐在していた主な行政官，警察隊は次のとおり

であった借問。

駐在事務官（ 1人〕一一イパダン

弁務官 ( 1人）一一司アペオクタ

警察敵（Constabularyトーーオグポモシヨ（Ogbo-

mosho），オデ・オティン（Ode-Otin），オヨ，

シャガム（Shagamu)

彼らは，鉄道建設工事をスムーズに運ぶための

工作を行なっていた。一方ラゴスの植民地総督府

には税関局，医療局，公共事業局，市警隊，鉄道

局，教育局，郵便局，港湾局，機関局などの各局

が設立されていた。

直接税がまだ導入されていなかった当時のラゴ

ス総督府にとって，最も重要な局は，税関局であ

った（由1＼関税収入は，歳入の90%以上を占めて

いた。 1900/01年に歳入が大幅に伸ひ’たのは， 1900

年に 2度にわたって関税率が引きあげられたため

である世32）。マッカラムとマグレガーは，この関

税収入に支えられて，鉄道の建設，埠頭の整備，

道路建設，通信施設の設置，保健衛生事業の推進

を行なったわけである。
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医療局は1部8年に設置され， 11人のヨーロッバ

人医師と 3人のアフリカ人医師がいた。ここでは

主として白人の病気治療を行なっていた。衛生局

には，アフリカ人の保安官を置き，糞尿の不法投棄

の取締り，市場や屠殺場の衛生管理を行なわせて

いた。公共事業局の任務は，公共建築物，道路，

電灯，電話，埠頭の建設とその維持にあ~，た。

1896年，ラゴス警察隊から分離独立した市警隊

は， 1900年までにその総数が約400名以上にもふ

くれあがり， 40以上の駐在所をもっていた。新し

く始まった鉄道建設は，鉄道局が受けもち，政府

所有艦隊の修理維持は，機関部が受けも司た世間。

郵便局関係では，通信施設会社（AfricanDirect 

Telegraph）の建設による外国との電報通信施設

が， 1886年に完成し，植民地総督府の効率を飛躍

的に高めた。この外，教育局，港湾局を含め，

1樹9年lこ，ラゴス植民地および保護領にいたイギ

リス人行政官の数は， 90人近くに増えていたよう

である（注34）。

2. 北部ナイジェりア

1899年の王立ニジエール会社法で，それまで王

立ニジエール会社に与えられていた特許状が廃止

され， 1倒的年1月1日をもって北部ナイジエリア

保護領が作られた。この時にこの保護領の高等弁

務官に就任したのは，後に南・北ナイジエリア保

護領合併を推進したルガード卿であった。

長い間，奴隷貿易や農産物貿易，それにキリス

ト教布教活動を通じ，イギリスと広範囲にわたっ

て接触していた南部ナイジエリアと違い，北部ナ

イジエリアとイギリスの接触は， 19世紀中ごろま

では，数人の探検家，数回の軍事行動に限られて

いた。それが19世紀末になると，イギリスの帝国

主義的拡張主義のカと直接対崎することになっ

た。



一方イギリス側からみると北部は，南部とちが

い，ポノレグ，ボ／レヌ，ソコトといった広大なイス

ラム藩聞が存在する「秩序ある社会」であった。

南部ナイジエリアのニジヱール川沿岸部で主立三

ジヱーノレ会社が行なっていた， 「村jを相手にし

た一方的な友好通商条約や保護条約の強要は，北

部では通用しなかったのイギリス軍がイロリンや

弐ぺを攻撃・占拠したとき学んだことは，イロリ

ンやヌペはソコトのスノレタンの支阻下にあり，彼

の承認なしには対外的に外受関係を樹立するこ

とはできないということであった。また， 18如年

代の，フランスとの聞の国境線問題（現在のニジ τ

-Jレとナイジヱリアとの周境線の原型）の時に明 r,1；、
になったことも，ソコトのスルタンを頂点とする

北部のイスラム藩国の支阻従属関係であったの北

部では，吏易関係の樹立，保護協定の締結を行な

うにあた司ては，ソコトのスルタンあるいはボル

ヌ，ボノレゲのヱミ－Iレたちとの安渉で決める必要

があった。

北部ナイジヱリアにおいて，西アフリカ同境策

の力が必要とされたのは，一つには対ヴランス・

対ドイツのためであったが，いま一つには，現地

のこれらの権力者と対峠するためでもあった。北

部における統治・徴税機構の整備は，したがって

南部におけるものと異なり，イギリスによる征

服，支阻のもとに行なわれることになったの

(l) 軍事的征服

Jレガードが，北部ナイジエリア保護領の高等弁

務官に就任した時，北部ナイジエリアには，イギリ

スの支配が及ばない地域がまだ広く存在してい

た。さらに， 1885年に王立ユジエール会社とガン

ドゥ（Ganclu），ソコトとの聞で締結された協定借35)

の理解をめぐって，ソコトのスルタンが， l伺2年

に反英的な手紙情舶をイギリスに送るに烹って，

ナイジ z リアの地域問題の史的起源

イギリスの北部ナイジヱリア保護領支配が根拠の

簿い協定にもとづいていることが改めて明らかに

された。新任のルガ－戸が，間髪を入れず北部ナ

イジ 1 リア各地に軍隊を派遣したのは，このため

である。 1伺1年にイギリスは陸軍大佐モーランド

(Mor!ancl）を隊長に， 365人の兵隊でヨラ（Yola）を

占領した。イギリスに，倉庫の建設を許可しなか

ったヨラのエミー／レは，ヨラを離れて J＜イツ領に

逃れたが，結局現地の人に殺された（間7）。 1902年

には，ルガードは，モーランドをボルヌに派遣し

たのこの時は， 500人の兵隊を送った。同じ年，

ケフィ（Keffi）に駐在していた事務官メイロング

(Malong）が， マガジ（magajiof Keffi）に章受さ.ti.,,

犯人はカノに逃れるという事件が起きた。これに

報復するための軍事行動が考えられ， 19m年 1月

29 fl, 24人の行政官を含む 732人の軍隊は，ザリ

ア（ヌaria）を出発し，カノにむかった。カノのヱミ

-Iレ，アリゥ（Alieu）は， 1月2日にソコトに出

かけていた。イギリス軍は2月3日にカノの城壁そ

を打ち破りカノの町に入司た。その後すぐにソコ

卜へ転進し， 3月21円には，その町も打ち破什

た（陀38】。

北部ナイジエリアに対するイギリスの地位は，こ

のソコト征服によって確かなものとなった。この

征服の後，Yレガードは次のような演説を行な司た。

「フラニ族は脊，ダン・フォディオ（DanFoclio）の

統率のもとに，この国を征服した。彼らは，この国を

統治する権利．課税する権利，諸王の即位・廃位を決

定する権利を獲得した。今度は立代わって，彼らが打

ち破られたことによって，彼らは，彼らがもっていた

権利を失った。そしてその権利はイギリスのものとな

った。私がいま述べた，フラニ族が征服によって手に入

れた権利のすべては，いまイギリスの手に渡る。この

園内のすぺての地域で，すぺてのスルタン，ヱミーyレな
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らびに州の主要役人は，高等弁務官によって任命され

るであろう。 υ …（イギリス）政府は将来，フヲニ族が

征服によって地元民から取りあげた，土地に対する諸

権利を持つにいたるであろう。そして，もし政府が土

地を必要Eすれば，政府はそれをu、かなる用途のため

にも収用するであろり。政府は，徴税権を有l.ヱミ

ールや首長たちに，彼らが徴税できる税がEんな税で

あり，その税のうちどれだけを政府に支払わなけれ

ばならなし、かを伝えるであろう。……もしある藩国

(Emirate）あるいは州の役人に空席ができた場合，そ

れは高等弁務行の同意があ叶てはじめて坤ーめられる・・

．・ J<lt:19¥

このFレガードの演説内容は，戦勝国の司令官が

無条件降服の国に対して行なう時のもののようで

あった。そして実際に彼がこの後に実施した北部

十イヅエリア統治は，この演説の中に述べられて

いるどおりであったの一般に間接統治と呼ばれて

いる方法である。

具体的な統治方法は，藩国ごとに少しずつ異な

っていたが，その基本はイギリスの監督下での伝

統的エミールあるいはその子孫たちによる統治と

いう点におかれていた。ルガードの間接統治の考

えは，イギリス人駐在事務官の指導と援助のもと

で，可能なかぎり現地人をして自ら統治にあたら

せるというものであった惜刷。 1開3年のソコト攻

撃の時に，ソコトを逃がれ，同年プ／レミ（Burmi)

の地で殺されたスルタン，モハマドウ・アタヒル

(Mohamadu Attahiru）の後任選びは，ルガー F'の

指示のもとに行なわれ，アリウ・パパ（AliuBal瑠）

の子でウスマン・ダン・フォディオ（Uthmandan 

F0<lio）の孫にあたるモハマドゥ・アタヒノレ 2世

(Mohamadu Attahiru II）が選ばれた（削1＼ザリア

では，閉じく 1903年，当時のエミール（Kwassau)

が，イギリス政府に対して陰謀を企てたという理

74 

由で退位，追放され，かわってザリアの初代エミ

－｝レであったムサ（MallamMu組）の孫アリユがイ

ギリス政府の承認のもとエミールに選任された

(/l'.42）。カノでは，ソコトへ出かけていたアリユが

カノの陥落を聞いていったんは闘う決意をしたも

のの．結局は逃げ出し，アルグング（Argu昭 u）の

近くでイギリス軍に捕らえられてしまった。彼は

ロコジャ（Lokoja）に流され，彼の後任エミールに

はモハヴマドゥ・ 7・yパス（MohammaduAbbas) 

が就任した。アッパスは， 1903年 3月6日，正式

にルガードに降服し，同年4月 3日，ヱミールと

して正式に即位が認められた位制。

ここにあげた，ソコト，ザリア，カノの例はい

ずれも，戦争，降服，そして新エミー／レの任命と

いう経過をたどっている。イギリスは，新しいス

ノレタンやエミールの任命にあたっては，ガウンや

ターパン（ソコトの新スルタンに）あるいは，傘や

剣や短万（カノの新エミールに）を与えf倒的，彼九

がイギリス国王の臣下として新しくスタートする

ことを儀礼のうえでも認識させようとした。もち

ろん儀礼のうえだけではなく，これらの有力エミ

ールたちは，イギリス国王に対する忠誠の誓約も

要求されていた〈沌45)0現地の最高権力者が正式に

イギリス国王の臣下になったことで，北部ナイジ

zリアは南部よりも（臣下としての制限はあるが）相

対的に多くの自由裁最を与えられた。

(2) 統治機構の再編

イギリスは，藩国の領土の大きさ，領有民の人

口の大小，および権力の強弱などを規準に，ソコト

のスルタンやカノのヱミールなどをトップクラス

とする，現地支配者の階級分けを行なった（第2

表参照）。次にその階級に従い，彼らを，司法評議

会（JudicialCouncil）の議長か，エミーノレ裁判所

(Emir’s Court）かアルカリ裁判所（AlkaliCourt）の



第2家主要支配者の年俸（年1αmポンド以上）

Sarkin Musulmi 
Sar』inGancio 
Emir of Kano 
Emir of Katsina 
Emir of Bauchi 

Emir of Zaria 
Shehu of Bornu 
Shehu of Dikwa 
Emir of Yola 
Emir of Bida 
Emir of Ilorin 

（ソコト）
（ガンド）
（カノ）
（カチナ）
（パウチ）

（寸戸リア）
（ポルヌ）

（デ fクワ）
（ヨラ）
（ビダ）

（イロリン）

（単位：ポンド）

｜年俸

4,8α）ll 
2，米貰）り

4，創）（）2l

1，日）（）2l

2,1防O''

2，仰い
5,(X旧日
:1，αJO" 
1,8加 6)

2，例)07>

2，制）（）＇》

く出頭3 GazettePr n.f thP Noγthern I'rtminn•s a/' 
Nigeria. 
]) Vol. J; Gazetteer of Sokoto Province (1920), 

p. 7l. 2) Vol. I; Gazett田 rof Kano Province 

( 1921 ), p. 56. ,I) Vol. J; Gazetteer of Bauch i 

Province (1920), p. 27. 4) Vol. J; ( ;azetteer of 

Zaria Province (1920), p. 22. 5) Vol. II; 

Cazetteer of Bornu Province (1929), p. 91. Ii) 

Vol. IT; Gazetteer of Yola Province (1927). 

p. 36. 7) Vol. III; Gazetteer of Nupe Province 

(1920), p. 81. 8) Vol. III; Gazetteer of Tlorin 

Province (1921), p. 67. 

議長に任命した。司法評議会は，各藩国聞の政治

問題や境界線問題，および士地相続に関する問題

をとり扱い，第 1級クラスのエミーyレがこの議長

を務めた。日常的な行政・裁判に関わる問題は，

第2級クラスのエミーJレやアルカリが議長を務め

るエミーノレ裁判所やアルカリ裁判所において，イ

スラム法を現地に適合させてできた慣習法にもと

づいて審議され，判決が下された。これらの評議

会や裁判所で決定されたことが，イギリス植民地

政府が認めうる範囲内のものでなければならなか

ったことは言うまでもない情的。これらの原住民

裁判所を通じて住民に告知される課税額の引きあ

げや，エミーノレその他の官吏の俸給などは，すべ

て駐在事務官の指導に沿って決定され，裁判所に

は判断する権利が与えられていなかった。これら

の政策立案の最終的責任者は，総督であった。総

督と駐布事務官は，／レガードに言わせれば， 「干

ナイジ z リアの地妓問題の史的起源

渉しがちな支配者Jではなくて， 「注意深いアド

パイザーJであるべきだとされていたが俗的，実

質的にはイギリスは，前者の方であった。

北部ナイジエリアにも，先に述ぺたように，ソ

ゴトを頂点とするイスラム藩国の支配に組み入れ

られていない，政治的に独立した地域があった。

これらの地域で直面した統治上の問題は，イギリ

スが南部ナイジヱリアで経験したものと同じであ

った。これらの地域では，人類学者による調査に

もとづき，より摩擦が少ない方法による，新支配

者の擁立工作が考えられた情的。これらの地域に

対しては，駐在事務官が，行政全般にわたる責任

を負うものとされた。このような地域の例として，

ジョス高原地域の例をみてみよう併則。

ジョス高原地域は地形などの自然的要素から]i.

つの郡に分けられ，全体（ジョス県－Province）の

県庁は，ジョスにおかれた。各郡の郡役所は，ジ

ョス，カフ 7ンチャン（Kafanchan），ノfンクシン

(Pankshin），ワムパ（Wamba），シェンダム（Shendam)

におかれた。各郡ごとに財務部がおかれ，ゾョス

~カファンチャンとシェングムでは， 1 人の現地

入会計係と 2人の有力首長が，金庫の鍵を渡され

ていた。しかし，有力な首長がいないパンクシィ

ンとワムパでは，首長たちにかわり，イギリス人

事務官が鍵を保管していた。各地には部族裁判所

(Tribal Court）が設けられ，ここでは裁判の他，

諸政策の伝達，執行も行なわれた。これらの地域

では少数派であるイスラム教徒には，イスラム法

裁判所であるアルカリ裁判所が設置された。

警察は，一般に各郡のイギリス人事務官の指揮

下におかれ，ジェマー（Jem銅），カナム（Kanam),

シェンダム郡の3郡だけでは，事務官の監督のも

と，有力な首長たちが指揮していた。

7ラ



瞥察官人民

ジヲス本部普察長官一替察長官補ー 1仰人

シt ンダム 25人

ワム，パ 20人

15人パンクシン

カブ了ンチャン 10人

その他の地域では，ジョスの警察長官の直接

監督のもとに，上級事務官が指揮をとる。

以上要約すれば，これらの地域の統治の基本は，

l～2の有力首長には，司法，行政を依託し，そ

れ以外の地域では，すべてをイギリス行政官が直

轄してゆくというものであ司た。後者の地域に見

られる統治形態は，南部ナイジ主リアでみられた

原住民評議会と任命首長制の下での統治と同じで

あるの

（九） 徴税機構の再編

自らをフラエ二にかわる新しい統治者であると規

定して，北部ナイゾエリアの統治機構の再編にあ

たったイギリスは，租税収入の確保のために徴税

機構の再編にも取り組まざるをえなかった。北部

では南部でみられるように関税収入に依存するこ

とができなかったからである悦船（第3表参照〕。

徴税機構の再編に関連してイギリスが最初に脅

えたことは，税の種類を減らし，それらを 1～2

種類の税にとりまとめることであった。まず伝統

的な徴税制度の調査が行なわれ，その結果をうけ

て， 1伺3～例年以降，新しい税制導入が試みられ

はじめた。中には1903年にもうけられたキャラバ

ン税（carravantax）のように，税収増を急いで安

易に導入され，すぐに失敗したものもある。この

キャラパン税は，キャラパンに対する通行税であ

ったが，徴税官の数が足りなかったことと，キャ

ラパン・／レートが徴税地点をさけてとおるように

なったために税収入は増えず， 1907年には廃止さ
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オもることにな円た（注目〉。

徴税機構の再編にあたって，イギリス行政官は

つぎの三つの社会を想定した。まず，付）他地域か九

孤立した非イスラム教徒の地域で，いままでどん

な形の徴税機構もなく，首長もいない社会，つぎ

は，（ロ）一定の社会組織をもっていて，首長もいる社

会で，イスラム藩国に対して，物納あるいは金納

の形で，税金なし、し貢ぎ物を支払っている社会で

ある。この（ロ）の社会は，進歩的非イスラム教徒

(advanced pagan）の社会とも呼ばれ，イスラム藩

閣による奴隷狩りの被害を最もひどく蒙った社会

である。そして最後はけきわめて社会組織が整っ

た，イスラム社会である。ここでは行政，徴税機

構がイスラム法に則り整備されており，各地のエ

ミ－Jレは，ソコトのスルタンによって任命（承認、）

されていた世間。

こうして北部の社会を三つのカテゴリーに分類

したうえで，イギリスはつぎのような徴税制度を

実施することを決めた。

主ず（イ）の社会に対しては，課税は当初，名目的



な貢納にとどめ，その後に，それぞれの社会の人

口規模や豊かさを基準に課税するという方針をと

づた。実際にはこれらの社会では徴税はなされな

か， pた。

つぎに（ロ）の社会に対しては，政府がそれらの社

会を，奴隷狩りの危険から守ることを説明し，そ

のかわり，少額の税金を，村単位なし、しそれより

小さい単位（community）に課税することを考え

た。課税額につし、ては，駐在事務官と住民との聞

の話し合いで決められることが考えられていた、

そして州の社会については，統治のところでも

述べた大原則． 「既存の権威をある程度守るj原

則に従い，彼らの急激な所得械をきたすことのな

I, 、｝j法，すなわち従来どおりの徴税方法が存続さ

れた。

この税制の実施指示は， 1開3年に各駐在事務官

に対して発せられ， 1!-l04年には，これは正式に法

律となって公布された。この徴税システムの再編

事業は一見単純ではあったが，これに必要な労働

力は莫大なものであった。 1903年に，北部ナイジ

エリア，c.I,、たイギリス駐在官（politicalo伍cer）は

5三人，現地人100万人につき 3人にすぎなかった。

ところが，このうち 3分の lは，休暇で帰省中

(home leave）であるから，実働可能な行政官は，

ずっと少ない。 1伺5年になっても行政官の数は87

人にすぎなかった惜別。これだけの行政官で， 1904

年の徴税が，新しい法律に従って実施されたと考

えることは難しし、。しかし，この年の税収は，見

梢りの 5Ji 445ポンドを上回わり 9万 4026ポンド

にも達した。

1903～04年の徴税システムに関する試案をもと

に， 1伺6年，原住民歳入布告（NativeRevenue 

Proclamation, No. 2）が布告され， 1伺7/08年の財

政年度から徴税が実施されることが決められた。

十イジヱリアの地域問題の史的起疎

地域によって徴税実施時期に差があり，ティブ族

にいたっては， 1920年代まで，どんな種類の徴税

も実施されなかった惟加。しかしながらこの布告

では，数多くある税を 2種類の税にとりまとめ，

税収の分配方法をも明らかにした点で，実態はと

もかく，税制の形だけは整ったとし、える。

イギリスが考えた税の簡素化は，おおむねつぎ

ωように要約できょう。地租（kudink制）やザカ

ット（喜捨＝zakatまたは zakka），染色職人に対す

る税（kudinkaroのなどを一般税（generaltax）に

統合し，その他では伝統的な家畜税 (jangali）をそ

のまま存続させることにあった（第9関参照）。 こ

の他の税，たとえばエミールの任命に伴ってソコ

トに支払われていた税（kurdinsarauta）などは，

各地の事情に則して，禁止，存続が決められた

υL55J。きわめて大まかに言えば，定着農民に対し

て一般税を，遊牧民に対しては家畜税を残したと

いえる。

新しい税制のもとで，どのような課税評価を行

なうかは，日ljの大きな問題であった。これは，駐

在事務官が，エミーノレや首長，村長などから聴き

取り調査を行ない，その結果にもとづいて決定が

なされた（第4表参照）。決定された課税評価基準

および評価額は，各地域の特殊性を反映して，か

なりのパラツキをもっていた。

第9図税の簡素化（1906年）

Kuclin I{a日a(l也租）

Kudin Shuka （非穀類畑 －さつま i
苧，落花生，ヤム，キャッサパ， I ‘般税
ココヤム，さとうきびぇ ーに対すI<19仰叩年の間
る課税） I 

｜は takisystem 
Kudin Rafi （濯概地を対象とする｜ ;y 
税） ｜をとった）

Zakka I 

Kudin Gida （家屋税） ) 

Jangali （家畜税） 一一一一 → Jangali 
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ソ コ ト

カ ／ 
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ノ、 り 子
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イ ロリ〉
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ナサヲリ

ヨ ブ

二I J タゴラ

フ ノl〆 グ

カ ツ
，、,, 

ノ、 ソ サ

ffi 4表北部における課税基準および課税評価額

課税 基準，課税評価額

ソコトの町では，成人男子1人あたり 6ペンス（以下6ペンス／成人男子とする〉の人頭税。
その他の町や村では，それらの町や村の財産，支払能力に応じて。

課税基準未定〔II=!来の諸税の一本化，簡略化検討〕。村単位の定額課税方式が唯一考えられるか
式か〔過去に Katagum, --Ia<leij閣で家屋税2シリング／家屋， Hadeijaで奴隷所有税1シリング／
人があった〕。

キJの豊かさを基準とし， ( i）：全Fi同紙課税＋ (ii）直に応じた各戸分担の形で徴鋭。新税は過去
の諸税の総額と同額程度に押える。

耕地面積にかえ鍬を課税基準と寸・る；肥沃度，市場への近接性により：i～4シリング。異教徒
の地域では，（i)Gwariesでは鍬1本につき 1シリング2ベンス， (ii）その他の地域では，奴
隷所有数を基準。

鳴霊的基準として財産の10%。異教徒の地域では家屋なヤし家族を課税の単位とし，イスラム
教徒の地域では， 11:1来の税額を基準とする。

Ill来の諸税を一本化〔異教徒地械で若干軽減，ヌベの中心地域で増税〕。

Ill来の税制を再編，財産に応じた課税に〔農村部で重く，都市部で軽U‘傾向。鶴市部でーー番尚
ヤ例が，年収の5%，平均は1.61%〕。

家屋ないし家族を単位に， 財i穫を基準に課税。非定住民には，定額課税〔11=1来の哨額，推計
JOペンス／成人1人 計算：家族平均4人，平均耕地面晴3エーカヘ平均的土地生産性520
lbs／エーカー＝ 1シリング 1ペニー／エ｝力一，自家消費分 15751bs.〕

非定住民，異教徒には人頭税，ただし村の財産所有状況によって額は異なる。鶴市部ならびに
fスラム教徒の中心地では， 11-1来の税制にもとづく。

日シリング／成人の人頭税を村単位に課税，ただし実際の諜悦は個人財産にもとづく。

Ill米の諸税の統合，税は続減，財産・支払能力に応じて。

いかなる税も存在せず；新税は人頭税1シリング／成人 10シリング／染色がめとする。

非定住民地域，人頭税2～；tペンス／Tix.人。かつてヌベの支配下にあった地域， IU来どおり 1
シリング／成人。

異教徒地域。人頭税，外来千f:1シリング／人，地元民3ベンス～ 1シリング／人； 〔一つの小屋
に平均4入居：L 3分の lが子供，大人の45%が男性〕

（出所） Colonial Report, Northern Nigeria: Memorandum on the Taxation of Natives in Northeni 
Nigeria (Cd. ,J:10), London, H. M. Stationery O伍ce,1907. pp. 28-60. 

（注〉 人頭税の課税対象が地域により，成人男子，成人，人と表記されており統一されていない。しかし，成人，

人と記されている場合も，大部分は，！戎人男子を意味しているものと考えてよい。

一方，歳入の分配は，統治機構の階級分けに準

じて実施された（第5表参！！日）。それらをまとめる

と，

付） 定住地域一一主要エミールおよび弱小エミ

ールの支配領域ー←一

ここでは，植民地政府が歳入の 2分の lを，

そして地方の行政府が残り 2分の lを取得す

る。ただしイスラム藩国の原点に君臨するソ

コトのスルタンに対しては，歳入の 4分の 3

取得が特別に認められた。

（吋 末定着地域一一一主要エミー／レ以外の支配領

域一一
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ここでは，政府が歳入の 2分の 1以上を取得

した。ある地域では政府が75～80%，地区長

15～20%，村長が 5%と配分された。地区長

がいない地域では，政府が95%を取り，村長

には，わずかに 5%が配分された。

（ベ村長の存在すら不確かな地域一一

これらの地域では，成人 l人あたり年 1ベン

スといった名目的な課税が実施された。すべ

ての歳入は，政府にまわされた。

納税は，都市部では現金でなされたが，地方で

は，子安貝か物納（農産物：あわ，ひえ〉の形がと

られた。



ナイジエリアの地域問題の史的起源

翼！S表歳入の分配

（単佼：ポンド）
｜ 一一般←扇lGener五1Tax) ・・ 1一一一一一家…番税一一ιniaTi）「、 --r j政両百取りi訪

－ L円一 ｛盤一計1 _J -・ （準←言j .. ー睦弾一家1.#l：見
ソコ卜｜ fl, 115 政府 I (4,191 政府 I 25% 印%

I , i2,230 エミール I s,:182 <3 185 エミール ｜ 
I ti, 114 地区長・村長 I ti,006 家蓄所有者 ｜ 

ノ｜政府向みら－－1をとる（向 I (6，ゆらふiこ戸内 ~- i -(;5%.) .... －ー

ボルヌ｜ f6,7号3 政府 I (950 政 府 I 50% 田%
I i:i sHs / 4,134 シェフ I 1,900 1475 シェフ ｜ 
｜ ’vuv p,888 地区長 I l475 Shuwaの長
I l 110 村 長 ｜ クランの長

ザ リ ア｜ “つ11~ [:1，別防政府 ｜一般税に含まれて」、る。 I 52% 
｜ ～… l3,007 地方馴：f i I 

ノミ ウ チ1 (4,849 政府 ！政府と地方政府とで折半 I 5s% 
｜ ’ u：務訟ff~ぷノレ ! I 

ヌ ベ1 (1,751 政府 : r:1s 政府 ｜出%田%
I I 993 4人の首長 i 76 l30 Bidaのエミール ｜ 
I ::i, 116 { 211 7人の役人 I l 8 Lapaiのエミール ｜ 
I I 76 地区巴 ' 
I l 19 村長 • I 

イロリン｜ (998 政府
I 1385 エミール
I 1,844 093 役人
I 1268 地区長
I l o村長

リ1 f4，拘1 政府 ｜遊牧民はいない I 12% 
I 6,097 P,706 地方政府 ｜ ｜ 
｜ ｜ （起i~起つ ｜ 

ナサラ ワ｜ fl,179 政府 i mヮ 1お1 政 府 I 54% 田%
1 1 916 5人の首長 i vw  l251 Rugas所有者 ｜ 
｜ ｛ 役人 i I 
I I 74 地区長 ｜ ｜ 
I l 3 村長 ｜ 

ラ｜ (i,378 政府 ｜ 
I 11,103 エミール ｜ 叫

I 3,676 { 276 2人の役人 I 叩

I I 735 地区長 ｜ 
I l 184 村長 1, 

コンダゴラ｜ (1,785 政府 ｜ 
I I 169 エミール I 
I 2,662 { 42 役人 ｜ 
: I 潟3 地区長 ｜ 
I l 383 村長 : 

ボルグ 1 (405 政府 ｜ 
I 629 i 134 2人の首長 ｜ 
I 1 77 地区長 ｜ 
I l 13 村長 ' 

・-j; ~－；；－· ノ什ー一一一一(1,534一政府 一一 ｜ 

I 1,663 { 46 地区長 ｜ 
I l 83 村長 ｜ 

ッサ｜ (3,383 政府 ｜ 
I 4,387 ! 674 地区長 ｜ 
I l 33ο 村長 ｜ 

（出典〉 Colonial Report, Northern Nigeria: Memι，randum側 theTaxation of Natives in Northern 
Nigeria (Cd. 3309), London, H. M. Stationery O侃ce,1907, pp, 28-60. 
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この原住民歳入布告の発布後も，北部の税収入

は南部に比べ5分の 1にも満たない少なさであっ

た。このため北部の植民地政府は，南部とイギリ

ス本国から多額の資金の寄付および補助をあおし、

t：：.。カノの駐在事務官はカノ地区の一般税収入を

4 7i4000ポン iごと推計していた位指）。これから判

断すると徴税官が十分し、て，評価額どおりの税収

をあげることができたとすれば，北部の税収はも

寸と増えてかたはずである（削1＼ しかし実際には

徴税官の人員不足以外の問題もあったようであ

る。それは， プラニによる北部の伝統的統治，徴

悦機構の組織イじが，イギリスが考えていたほど進

んではレなかサたという点であるυ 南剖1ナイジエ

リアのイロリンのところでも述べた，イギリス行

政官のイスラム滞国に対する思い込みが影響して

いる。つまり fギリス行政官による I北部好みj

「北部重視」が，統治，徴税機構の再編とし、った

植民地支配の具体的局面でもみられたということ

である。し、まその点を最後に見てみよう。

イギリスが再編した統治・徴税機構はつぎのよ

うなものであったU

領事

（駐在事務1¥)

エミール

hakimai （地区長）

<lagatai （十H心

masu unguwoyi （家長）

この統治機構の中で，地区長ハキγ ｛ (hakimai) 

の権威が最も問題ある地位とな’Jた。もともとハ

キマイは町に住み，自らの担当地区（かつての領地）

には住んでおらず， ジャカドゥ（jakadu，単数は

jakada）に徴税業務を代行させていることが多かっ

た。このため，住民とハキマイとの結びつきは弱
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蹄10図ハキマイとジャカドウ

イギリス

ジ 7 カドウニ在村徴税人
， ． ‘ 

， ， ， ， 

masu胃ar1
， (dagatai) . . 
‘ 
‘ masu unguw。yi

， ， 
、 ， 、 ， 

， ， 、、 ．， 

ー．．．．．，

く，地域によっては，イギリスの統治，徴税機構

ω再編を機に，住民自ら，伝統的ハキマイにかわ

る地区長を選出したところがあった仙船。ハキマ

イに徴税業務を委託されたジャカドゥが，地区支

配を強めていたり，マス・ガリ（masugari）とか

ダガタイ（dagatai）と呼ばれる村長が支配力を強め

ている例も多く，地区長の地位は，不安定な場合

が多かった。こうして地区長ノ、キマイが民衆から

浮きあがってしまうことによって，エミールもイ

ギリスも民衆から浮きあがることになった（第IO

凶参照）。これが徴税能力を低下させた機構上の問

題点である。ソコトのスルタンを頂点とする北部

の支配機構の末端にいたハキマイがフラニによる

ハウサ間接統治の時から，機構上の弱点だリたの

を，イギリスの統治機構が引き継いだということ

である。

多種多様な税を統合し，将来の完全統ーへの道

を残したとはいうものの，実際の徴税業務は地域

の特性に応じて，多くの妥協をとらざるをえなか



った。この点も北部の税収見積りと，実際の税収

との差を大きくした原因のひとつである。

3. まとめ

イギリスが本格的に植民地支配に乗り出す前

の， 19世紀後半の現地社会は，以下のようであっ

た。

西部のベニン地方には，中央集権的封建国家で

ある王国が存在し，鎖国を続けていた。同じ西部

のヨノレパランドでは，オヨ王国が崩壊し，それに

よってできた小国が内戦をくりひろげていた。東

部では，人口規模が 1万5似防人以下の「村jや，

外国との貿易で栄えた幾つかの「町jがそれぞれ

独立して存在していた。北部では， 18世紀末から

19世紀初期にかけてくりひろげられたジハッド運

動の結果，ソコトのスルタンを頂点とするスルタ

ン叩円ーヱミール制がほぼ確立していた。

イギリスは1887年に，ポニー地区の支配者ジヤ

ジャを退位させ，原住民評議会の設置と任命首長

制の導入を行なった。これが，現地入社会の政治

にイギリスが介入した最初のものである。伝統的

支配者の排除，｛鬼｛蹴首長の任命とし、うノfターンは，

ベニン王国の場合にもみられた。ベニン王国は，

fギリスの代理総領事殺害事件のあと，王の追放

という厳しい報復を受けた。

ヨノレパランドでは，ジハッド運動の成功したf

μ リンの町だけは北部のイスラム藩国と同等の扱

いを受け，他のヨ／レパ諸国では，東部と同じ原住

民評議会の設置が進められた。この評議会の委員

には，東部やベーレ王国でみられた任命首長のか

わりに，アラ Yィンやノミシゴノレンなどの伝統的な

最高権力者が選ばれた。アラフィンやバシヨ Iレン

のもとで，実質的権力を握っていたオヨ・メシや

首長たちは同評議会から遠ざけられた。イギリス

は，支配層の一部の選択的強化をはかったのであ

ナイジエリアの地域問題の史的起源

る。

北部では，伝統的統治・徴税機構の継持，利用

策がとられた。北部のイスラム教圏では，ソコト

のスルタンを頂点とするスルタンーエミール制を

存続させ，スルタンの上位にイギリスが君臨する

方式をとった。ただ北部でも，非イスラム圏で

は，東部における任命首長制と同様，新しい支配

者の擁立工作が行なわれた。

南部では，地域によって多少の違いはあるが，

原住民評議会＋任命首長制が，イギリスの現地支

配の基本にあり，北部ではスルタンーエミーノレ制

がその役割を担っていた。この南・北の違いは，

イギリス行政官による「北部重視Jと無関係では

なヤ。ヨルパランドにありながら，他のヨルパ諸

国とは切り離され，北部のイスラム藩固と同じ扱

いを受けることになったイロリンは，そのよい例

である。ここでは，住民のわずか5分の 1しかい

ないフラニ族を支持基盤とするエミールの権威強

化がはかられた。

南部と北部の植民地経営の違いを大きくさせた

要素として， 1900年代初期のイギリス行政官の役

割も無視できない。 H刷年から1伺6年まで，北部

の高等弁務官を務めたルガードが，パブリック・

スクール出の行政官であったのに対し， 1817年か

ら1側4年まで，ラゴスの総督を務めた，マッカラ

ムとマグレガーは，それぞれアパディーン・グラ

マー・スクール（AberdeenGrammer School），ウー

リッジ陸軍士官学校（RoyalMilitary Academy at 

Woolwich）出身であった。ルガードが，行政機構

整備に多大なエネルギーを費いしたのに対し，マ

ッカラムとマグレガーは，行政機構の整備よりは，

港湾の整備，鉄道建設，環境整備に力を注いだ。

こうして，政治上の北部優位と，経済上の南部優

位という，今日のナイジエリアの政治・経済構造

81 



の基礎が確立されることになった。

（注 1) John, E. Flint, Sir George Goldie and 

the Making of Nigeria, London, Oxford Univ. 

Press, 1960, p. 84. 

（注2) 南部ナイジエリアにおける任命首長制と，

原住民評議会は，後にノレガードから「南部ナイジエリ

ア統治の失敗原因Jとされた。

Perham, Margery, Luga rd; the Years of AuthoritJ’ 

1898-194.5, London, Collins, 1960, pp, 396, 398; 

A五gbo,A. E., The Warrant Chi，ξβ；Indirect Rule 

in Souther官 Nigeria1891-1929, London, Longman. 

1972, pp. 122-125. 

（注 3) 1悌4/05年の場合，関税収入／歳入＝52万ホ

ンド／55万ポンド＝94.8%であった。

Protectorate of Southern Nigeria, Government 

Gazette 1906, Supplement，“Tr回 .surer's Annual 

Report for the Year Ended 31st March，＇’ p. 10. 

（注4) 1885年に衡平法裁判所（Courtsof Equity) 

は廃止され，その機能はこの統治評議会に受け継がれ

た。統治評議会は，最初 Opobofこ設置され，その後

Brass, Bonny, Degemaそして Calabarに設霞され

た。これは，植民地省が公認しなか r，たにもかかわら

ず， 1891年まで存続した。

Anene, J. C., Southern Nigeria in Transition 

1885-1906; Theory and Practice in a Colonial 

Protectorate, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 

1966, pp. 2田ー251; Adew9ye, Omoniyi, The 

Judicial System in Southern Nigeria, 1854-1954; 

Law and Justice in a Dependency, London, 

Longman, 1977, pp. 38--39. 

（注5) ジョンストンによるジャシャ j足位，アクラ

への追放は， ジョンストンとソールズベりー卿（Sir

Salisbury）との間の電報交僧上の不乎際によって起き

たという説がある。

Geary, ojう田 cit.,pp. 281-282; Great Britain, Parha-

mentary Papers, Papers Relative to King JaJa of 

Opめo,and to the Opening of West African 

Markets to Br悩 shTrade, C. 5365, 1回8,pp. 54--

62. 

（注6) ジャジャと独占的取引契約を結んでいたミ

ラー兄弟だけは，ジョンストンのやり方を支持しなか

った。この会社は，ジョンストンが総督ではなく単なる

領事代理にすぎないこと，したがって手数料“comey''
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の取りあげを決定する権限など持っていないことを主

張して，彼と争った。

Geary, op. cit., pp. 98 -99, 278-279. 

（注7〕 裁判などの経験がなし・1商人たちに公正な裁

判を期待することはできなかサた。しかしイギリスと

しても，交易上秩序維持が必要であったので，裁判所

の存在を無視できなくなり， 1872年に緊急勅令（Order・

in-Council）によ －yて，その ｛（tEを公認した。

Anene, op. cit., p. 32; Afigbo, op. cit., pp. :l巨トmi.

（注8〕 任命首長制を生み出した原住民裁判所Ii,

地域に t') ていろいろな名前で呼ばれていた。たとえ

tJ, Native Council (in Bonny, 1892), Court of the 

Native Council for the District of Old Calabar (in 

Calabar), Minor Courts (in Benin River, 1896), 

Local Councils (in Degema, 1897）などである。

Afigbo, op. cit., pp. 77-79. 

（注 9) Anene, op. cit., p. 9:l. 

（注10) 25ポンド以下の負債， mポンド以下の相続

に関する係争事件は下級裁判所で取嫌い，負債，相続

を問わず200ポンド以下J）係争事件は，中級裁判所で

取機う。

Afigho, op. cit.、p.85. 

（注11〕 Ibid.,pp. 46-51. 

（在12) Ibid., p. 89. 

(tt1:1) Atanda, 1ψ. cit., p. 91. 

（注14) Tamuno, T. N., The Evolution of thど

Nigerian State: The Southern Phase, 1898-1914, 

London, Longman, 1972, pp. 26-32. 

（注15) Colony of Lagos, Government Gazettど，

Nov, 16，“An Ordinance to Provide for the Es-

tablishment of Native Councils in the Colony of 

Lagos and the Lagos Protectorate”， 1901, pp. 648『

652. 

（注16) A写iwajt』， A. I., w町'lern Y orubaland 

under European Rule 1889-1945; a Conψarative 

Analysis o、fFrench and British Colonialism, 

London, Longman, 1976, p. 80およ /Jp. 108 ,J）桝！

註二8

（注17) Tamuno, op. cit., pp. 269-274. 

（注18) Ibid., p. 275. 

（注19) ノレガードおよびルガード派と呼ばれる人々

の南部批判点は，（1）イギリスが現地の裁判所を監督す

ることは，現地社会にイギリス法の概念を持ち込むこ



とになり， f草地を混乱させる，（2）イギりス人が，中級

裁判所に議長としてIll附することによって，任命首長

たちω独立n：が弱められる， 13）中級裁判所の書記が実

織を婦っている，（4）任命 l守長が，伝統的な ft長ではな

く，単hこイギリスに過応がうまかった尚人たちの中か

ら選ばれたことが多し＇，という 4点であった。さら仁，

1ぽ)1年に発1!iさilt~ 「原住民ハウス制度布告」（Native

House Rule Proclamation）に対してもルガードらは

批判を加えた。この布告では，ハウス制度から高まれて

単独に貿易を fjな，Pた者u,irl尚懲役 1カ年とするこ

とが決められてL、夫。ルカードらは，これを奴隷I拘人

保護僚だと批難した。

Anene, o.ρ. cit., p. 306; Adew9yc, op. cit., p. 9(】

ルガートらによる， l村部ナイジェりア歴代後；督無策批

判 1：もいえるこれらの見方に対して，紋近，雨前総督た

I, cl)業総を 11i認識する必愛性がニコルゾン（Nicolson)

なとによってさけ』Htてし、る。

Nicolson, I. F., The Administration of Nigeria, 

19仰イ960;Men, 1"1ethods, and 11,fyths, Oxford, 

Clarendon Pr邸内 1977 の特に ~i:JV1苦ー（pp. 82-99）と

::nv苧.(pp. J(J0...12:l). 

(/1-:20) Anene，ψ・日／.， pp. 81--82. 

（注21) Ibid., p. !lo. 
(lt:22〕（；eary，ορ.cit., p. 278. 

(I.L2:1) Salubi, A.,"The Establishment of British 

Administration in the Urhobo Country(l891-1913），＇’ 

.Journal of the Historical Society of Nigeria, 

Vol. I, No. :l (19臼）， pp. 184-207. 

〔，t24〕 ナナがサホ（Soho）山市場を手に入れよう

として現地の人々との問に寺川、を起こし た機会を抱え

て，イギリスltナナ送（立そ行なった。‘Jヤジャの悲劇｜

を聞き知っていたナナは，イギリス海軍とバ）Jで戦っ

た。しかし彼はやぶれ逃走した。 1カ月聞の逃避行 ，J)

後， A専の身着のままの姿でラコスにあらわれ，ここで

無条件降服にrt；じた。

Geary, cψ. cit., pp. 108-110; (;reat Britain, 

/'a rl iam en ta ry I坤 0・，“CorrespondenceRespecting 

the Disturbances in Benin and the Operations 

Against the Chief Nana, 1894，” C. 7638, 1895. 

（注25) Anene，ゆ cit.,pp. 102-103. 

(I主26) Nicolson, op. cit., p. 26. 

C Ll:27) -, ；；カラムはイギり九：工兵隊の士官（Royal

Engineer O伍cer）として， シンカポールなどで電僧

ナイジエリアの地域問題の史的起源

施設定設，要塞建設の経験があった。

（注28) オールド・カラパー，オポポ，ポエー，ニ

ューカラパー，プラス，ベニン（およびワり〔Warri〕）

vJ 6地区ごとに，品.q傾事兼国q駐在事務官 1名；領

事代理 1名；司法事務官 1名の計 3名がいた。

Great Britain, Parliamentary Paper.，“Report on 

the Administration of the Niger Coast Protectorate 

1891-1894，＇’ Cd. 7916, 1895, p. 3. 

（注29) 酒類，火薬，鉄砲，タバコ，塩に課税され

,, 
・－。
Ibid., p. ~l. 

（注30) Nicolson, op. cit., p. 53. 

（注31) Ibid., pp. 5ι55. 

（注32) Colony and Protectorate of Lagos, 

Governmental Gazette.，“Proclamation No. 21 : 

Revised Customs Tariff Proclamation 1鎖児” July

31, 1例旧； Colony and Protectorate of Lagos, 

Governmental Gazette，“Proclamation No. 28; 

The Amended Customs Tariff Proclamation 1鎖）（），＇’

Dec. 31, l筑JO.

（注33) 1897年のピタトリア女王則位60年祭の時

に，オパや首長たち3飢治人以上をラゴスに運んだ事

が，この機関部の最大の功績だという。当時の植民地

政府の性絡がうかがえるエピソードである。

Nicolson, op. cit., p. 55. 

（注34〕 アブリカ人で上級職に就いた者の数は20人

ぐら L、と思われる。ヨーロッパ人の中でも出身地は多

彩であった。商インド諸島出身者が数人，スコットラ

ンドかアイルランドの出身者が少なくとも 20人はい

た。職場長の中にウエーノレズ出身者が 5人いること

は，ウユールズ出身者がかなりきていたことをうかが

わせる。 リバプーノレに関係あるウエールズ人も多数い

たとし、う。

Ibid., p. 57. 

〔注35) 協定の内特は，犬きくわけて 5点あった。

(1）ベヌエ，ニジエール川の両岸で，徒歩10時間以内に

旅行できる地域に対するすべての梅幸I］の譲渡，（2）王立

ユジエール会社の交易独占，（3）他の商社との交渉禁

止， 14）条約め恒久性，（5）王立ニジヱール会社がガンド

に対して2α）（），ソョトに対して3000のこやす貝の袋を

贈る。

Geary, op. cit., pp. 182-183. 

〈注36) 1902年の 5月から 6月にかけて， Yコトの
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スルタンからイギリスに届けられた 2過の手紙には，

パウチ（Bauchi）地方にあるイギリス行政府がじゃまで

あること，千捗を受けるような保護はいらないことが

述べられていた。

Ibid., p. 213. 

（注37) Ibid., pp. 21ι216. 

〈注38) Ibid., pp. 216-218. 

〈注39) Northern Nigeria, Annual Report 1902, 

Appendix III“Second Address by Sir F. Lugard, 
High Commissioner, to the Sultan, Waziri and 

Elders of Sokoto, Regarding the Conditions of 

British Rule, Reasons for the War, & C., March 

21st, 1903”， p. 164. 

（法40〕 Morel,E. D., Nigeria Its Peoples and 

Its Problems, 3d. ed., London, Frank Cass, 1968, 

p. 145. 

（注41) G,僻 etteersof the Northern Pruvinces 

of Nigeria, Vol. I; Hausa Emirates (Bauchi, 

Sokoto, Zaria, Kano), London, Frank Cass, 1972の

中の， Gazetteerof Sokoto Province, 1920, p. 35. 

〈注42) Ibid.; Gazetteer of Zaria Province, 1920, 

pp. 1ト12.

〈注43) Ibid.; Gazetteer of Kano Province, 1921, 

pp, 14-15. 

（注44〕 Geary,op. cit., pp. 219-220. 

（注45〕 Orewa, G. Oka, Local Government 

Finance in Nigert・a,Ibadan, Oxford Univ. Press, 

1963, p. 3. 

（注46) Lugard and the Amalgamation of 

Nigeria; a Document Record, comp. by A. H. M. 

Kirk-Green, London, Frank Cass, 1968, p. 71. 

（注47) Ibid., p. 71. 

（注48) 第一級クラスの支配者の次には第 2級以ド

のクラスがある。たとえばハウチ県では，第 1級クラ

スのパウチのエミーノレ（Emirof Bauchi）の年俸は

笈削ボンド，第2級 Pラスのゴンベのエミール（Emir

of Gombe）のそれは700ポンドであった。この第2級

Fラス以下に，年俸濁0ポンドの第3級クラスの首長

1人と，年俸120～3仰ポンドの害事4級クラスの6人の

首長がいた。この第3，第4級クラスの首長しかいな

い地域では，駐在事務官が直接統治に乗り出した。

Nicolson, op. cit., p. 137. 

（注49〕 Gazetteersof the Northern Pruvinces 

84 

of Nigeria, op. cit., Vol. IVの中の Gazetteeruf 

the Plateau Province, 1932, pp. 46-52. 

（注印〉 Hill，ψ. cit., p. 35. 

（注目〉 キャラバン税徴収所で・は，運搬物の併価額

の5%にあたる税が徴収された。県（Province）境を超

えるごとに課税されたが， 3凶徴収されると，あとは

課税されなかった。

Orr, C. W. J., The Making of Northern Nigeria, 

London, MacMillan, 1911, pp. 146-147. 

Ci主52) Ibid., pp. 151-155. 

（注53) Hill, op. cit., pp. 24-25. 

( l-l'.54) Orewa, op. cit., p. 4. 

(tt55) Great Britain, Colonial Report, Mis・ 

cellaneous No. 40，“Memorandum on the Taxation 

of Nativ田 inNorthern Nigeria，＇’ Cd. 3309, 1907, 

pp. 10-1:l. 

（注56) ル HードLI.4 万ポンドと機~I· Lている。批

計の根拠は，人口 233万人のうち 5分の2が成人だと

して． その数92万人（ママ）。 1人につき10.43dをB課

税 Lて約4万ホンドとなる。

Ibid., p. 32. 

（注57) Kirk-Greene, A. H. M.，“The Thin 

White Line; The Size of the British Colonial 

Service in Africa，” African Affairs, Vol. 79, No. 

314 (1980), pp, 25-44. 

（注58) Hill, op. cit., pp. 6θ． 

V むすび

本稿では，ヨーロッパ人による西アフリカ内陸

部探検の初期から南北ナイジエリア保護領合併の

1914年までをとりあげ，今日のナイジエリアの地

域問題の根元的原因の究明を試みた。

ナイジエリアの国境線は，他の西アフリカ諸国

の場合と同様，ヨーロッパ列強によるアソリカ分

割の結果決められた。しかし，ナイジエリアの場

合，他の西アフリカ諸国の場合と違い，ニジエー

ル川とベヌエ川というこ大河川が，国境線確定の

段階で重要な役割を担った。海から糊航可能なこ

の二大河川の存在で，広大な領域と多様な社会が



一つの国境線の中にとり込まれることになった。

ハウサ族，フラニ族を最大部族とする北部，ヨ

ルパ族，エド（Edo）族を中心とする西部，そして

イボ族，イピピオ族が多数を占める東部といった

3地域が， I同の中に統合されることになったの

である。

1鎖的年になってイギリスによる本格的な植民地

支配が始まった。この時にも，ニジェ－，レ川の存

在は，イギリスのナイジエリア支配に対し，間接

的な影響を与えた。ニジエール川の流路の謎を追

った探検家の「北部好みjが，行政官にも受け継

がれたという意味からである。北部では，伝統的

統治・徴税機構の温存・利用がはかられ，南部で

は，それらの再編に力が入れられたり（西部），イ

ギリスによって，任命首長制が新しく導入（東部〉

されたりした。一般に言われる北部の保守性，南

部の進歩性l士，キリスト教の布教の結果以外に，

このような違いからも生じている。中央集権的な

統治機構をもっていた西部のベニン王国が，東部

の任命首長制並みの扱いを受けたのは，ベニンの

首長によるイギリス行政官殺害事件が直接のきっ

かけになっているが，イギリス行政官の南部社会

に対する偏見も一因になっていた。

北部では，各種の直接税の増収がはかられ，南

部（西部と東部〕では関税収入の増大がはかられ

た。北部に比べ潤沢な歳入をもっ南部は，建設事

業経験をもっ総督のもとで，インフラストラクチ

ャーの整備が推進された。イギリスは，南部で経

済的収奪機構を整え，北部で安上がりな政、冶的安

定をはかったといえる。南部の経済的優位性，北

部の政治的優位性は，イギリスの植民地支配のも

とで強化されたと言えよう。

これらの地域問題の「種子Jは， 1914年の南北

保護領合併後．地域主義の名のもとに生長するこ

ナイ YxHアの地域問題の史的起源

とになる。本論文の今日的意味をより明確にする

ために，最後にその点について若干ふれておこう。

南北保護領合併後に，まず最初に現われた地域

聞の対立は，ルガードによって推進された南部の

北部化政策（北部の諸制度を南部に持ち込む政策〉に

対する南部側の反対運動であった。南部に存在し

なかった直接税が， 1916年に西部に，そして1929

年に東部に導入され，これに対して各地で暴動が

発生した。最も有名なのは，19却年にアパ（Aba）で

起きた婦人たちによる反対運動である。南部の北

部化に反発したのは，南部の住民たちに限られな

い。南部と関わりが深かったイギりス行政官の中

にも，南部の北部化に反対している人がいた。た

とえば，南部ナイジエリア保護領の統治経験があ

り， 1919年にルガードの後を継いでナイジエリア

の総督となったクリフォード（HughClifford）は，

ルガードがピアフラ湾岸地域のハウス制度を撤廃

したことを嘆き，かつて南部ナイジエリア植民地

および保護領の総督であったイガ一トン（Egerton)

の功績を高く評価している。

このような南北保護領合併直後の，南部の北部

化に対する住民，一部行政官の反対や反発は，1946

年制定のリチヤード憲法， 1951年のマクファーソ

ン憲法，そして1954年の連邦制採用へとつづく地

方分権化の動きの先駆をなすものであったといえ

る。との地方分権化の動きと平行して，地域の経

済的自立化も進展した。地域の経済的自立化を象

徴するできごとは， 1954年に行なわれた，作物別

マーケッティング・ボードの地域別マーケッティ

ング・ボードへの改組である。地域マーケティン

グ・ボードは，北部，西部，東部といった各地域

内で生産される輸出換金作物（複数〉の買上げか

ら輸出までを独占的に取扱っていた。そしてその

過程で蓄えた資金を各地域の開発に使った。ナイ

8ぅ



ジエリアは，こうした政治的分権化，地域の経済

的自立化の基礎が定着したところで， 1960年の独

立を迎えたと言える。そして，この政治的分権化，

地域経済の自立化に，さらに軍事統師権の一部地

方分与の問題が表面化して起きたが， 1967年か九

70年まで続いたビアフラ分離独立戦争であったと

いえよう。

ところでこのピアフラ戦争は，本論文で述べた

北部と南部，さらに南部の中の西部，東部といっ

た地域間の離反が，ナイジエリアの存在そのもの

を危うくすることをわれわれに教えてくれた。ピ

アフラ戦争の原因にもなった1967年の12州制採用

と，ピアフラ戦争後1976年の19州制の採用は，北

部，西部，東部からなる 3地域制の崩壊をねらっ

たものである。これら新しい州市jへの移行は， 3

地域の細分割による地域内中小部族の発言機会増

大効果をもっている。新しい州制の採用で，北部

のカヌリ族（Kanuri；ポルヌ［Bornu］，パウチ［Ba山 hil

地方に住む），西部のエド族（Edo；ベニン地方に住む〉，
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東部のイピピオ族（lbibio；ピアフラ湾岸地域に住む〉

などの部族が，自らの地域を饗得することができ

た。部分的にしろ， 3地域昔話jの崩壊，地域の小型

化が実現したのである。このような地域の細分化，

小型化が，本論文で述べた3地域制にとってかわ

りうるものなのかどうか，今後注目してゆきたい

点である。最近一部に，地域の小型化による新し

い問題，すなわち，小型化した地域（州といった単

依〉内での単一部族の，政治的，経済的専横が現

われていると書われる。ステイテイズム（statism)

と呼ばれているこの問題も，今日のナイジエリア

の地域問題の重要なー側面である。とれらは，今

後の課題としたい。

〔後記〕 本稿を，本年4月25日，享年48歳で逝去き

11 t：大特川和1正氏の鴛前に捧げたい。存者は，本稿の

ノート作りそしていた段階（1979年夏，ロンドン〕で，

氏か！＇， 2～3のコメン iをいただいた。

（アジア経済研究所調査研究部）


